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法務、外務、文部科学等担当室 「食育の推進に関する政策評価」の取りまとめの方向性（概要）
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野菜摂取量は目標の7割
20歳代の朝食欠食率 27.4％

30〜60歳代男性の約3割が肥満
糖尿病＋予備群が1620万人（H14推計）

BSE（狂牛病）など

食料自給率40％
（カロリーベース：H15）

Before After 

【評価のポイント】 食育の政策評価は、行政評価局として初めて行う「基本法」の全体の評価
１．目標と施策の妥当性： 食育基本法によって関連施策の方向づけ（目標設定、施策の体系化）がなされたか。
２．インパクト評価 ： 食育基本法によって事前と事後で主要指標の数値に変化が見られたか。
３．個別施策の評価 ： 食育関連施策の有効性、効率性、持続可能性はどうか。

基本法：憲法の理念を具体化し、それぞれの行政分野
においていわば「親法」としての優越的な地位をもち、
当該分野の施策の方向付けを行い、他の法律や行
政を指導・誘導する役割を果たすもの。

《各省による様々な取組》

H17.6.17 成立
H17.7.15 施行

食育の「定義」
１．生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの

２．様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全
な食生活を実践することができる人間を育てること
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施策は体系化されたか？
目標及び数値は妥当か？
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に実施されているか？

食育施策
の体系化

【評価結果】
○ 数値目標（平27）に対する実績値 ＝ ほとんどの指標が目標には達していないが、改善傾向にはある。
○ 食育基本法制定当時の課題に係る指標 ＝ ほとんど改善はみられない。
○ 食育の推進に向けた政府全体としての具体的な成果目標の設定及び個々の施策の体系化・評価が課題
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